
 

 

 1

 

 

総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会（第１４回） 

議事録 

 
１．日時：平成１５年６月１０日（火）１６：００－１８：００ 

２．場所：中央合同庁舎第４号館 共用第１特別会議室 

３．出席者：細田博之科学技術政策担当大臣 

  【委員】阿部博之会長、井村裕夫議員、大山昌伸議員、薬師寺泰蔵議員、 

      相澤英孝委員、荒井寿光委員、新井賢一委員、浮川和宣委員、江崎正啓委員、 

      齊藤博委員、竹田稔委員、中島淳委員、野間口有委員、山本貴史委員 

【総務省】金谷通信規格課長 

【公正取引委員会】山本取引企画課長 

【文部科学省】田中研究環境・産業連携課長 

【経済産業省】橋本大学連携推進課長、辻標準課長 

【特許庁】南技術調査課長 

【事務局】大熊政策統括官、永松審議官、扇谷参事官 

 

４．議題：知的財産戦略について 

 

５．議事要旨 

 

○会長 

  ただいまから「知的財産戦略専門調査会」を開催いたします。 

  本日、お忙しいところ細田大臣に御出席をいただいておりますので、ごあいさつをお願

いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○細田大臣 

  先般、６月７日・８日に、第２回の産学官連携推進会議が京都で行われました。出席者

が昨年を上回る約 4,000 名に上ったわけですが、そのときに一番議論が行われたのが、実

はこの知的財産戦略の諸問題でした。産学の両方からいろいろな問題提起がありまして、
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パネリストとして荒井委員にもおいでいただきましたし、また田中委員、山本委員その他

の皆様方にも御出席をいただきました。 

  本日、知的財産専門調査会におきましては、①研究開発、特許取得、標準化を一体的に

推進し、優れた研究開発を国際競争力強化につなげていくための特許と標準の包括的対応

の在り方、②知的財産の原則組織帰属、大学への知的財産本部設置開始等を踏まえた大学

等における知的財産活動の在り方、等についての提言案を基に、委員の皆様には、知的財

産戦略の具体化に向けて御議論いただき、内容のとりまとめをお願いいたしたいと考えて

おります。 

  本調査会では 18 日に再度御議論いただき、提言をとりまとめていただいた上、19 日に

総理官邸で開催される第 29 回の総合科学技術会議で了承をいただきたいと思っておりま

す。翌 20 日には、知的財産戦略本部会合で知的財産推進計画が審議されますが、この計画

に提言の内容を反映していただくこととしております。 

いま阿部先生にお伺いしましたが、知的財産推進計画の中で今回のテーマが挙がってお

り、それをカセットのように組み込むように考えておられるそうです。そのような大変重

要な御審議ですので、是非とも活発な御議論をお願い申し上げます。 

  知的財産推進計画に反映していただいた後も、具体的に取り組むべき難問は山積してお

ります。産学官連携推進会議でもさまざまな御質問や御議論が出たわけですので、引き続

きよろしくお願いいたしたいと思います。以上でございます。 

 

○会長 

  ありがとうございました。ただいま大臣からもお話がありましたが、今後の予定をにら

みまして、本日御議論をちょうだいしたいと思います。 

  その前に、まず資料の確認を事務局からお願いします。 

 

○事務局 

  （資料の確認） 

 

○会長 

  ありがとうございました。本日は資料１について御議論を賜るわけですが、中身は大き

く２つに分かれており、①標準化についてと、②大学等の知的財産活動についてです。 

  標準化については、すでに御議論をいただいており、いただいた御意見等による修文を
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事務局から説明をしてもらいます。大学等の知的財産活動については、文章化したのは今

回が初めてですので、一通り読んでもらった方がいいと思いますので、そのような進め方

で、まず事務局から説明をしてもらいたいと思います。 

 

○事務局 

 （資料 1 に沿って説明） 

 

○会長   

  ありがとうございました。これから皆様の活発な御意見をちょうだいしたいと思います

が、最初に予定を整理しておきますと、先ほど大臣から話がありましたように、総合科学

技術会議に提言案をかけて御承認をいただいた後、それを知的財産戦略本部の方に提案す

るというプロセスになります。その前に 18 日にもう１回専門調査会がありますが、そのと

きはほんの小さい修文ぐらいしか時間的ゆとりがないと思いますので、できれば今日でき

るだけ御議論をしていただくことをお願いしたいと思います。 

  それでは、これまでの説明に対しまして、御発言いただければと思います。 

 

○委員 

  この文章がこれまでのどういう文脈の中で出てくるのかについて前提があるのか、これ

だけが審議されるのかということによっても、内容の取り方が違ってくると思います。 

  そういう中で標準化という、これだけを読むと標準化を非常に強調しています。それは

それでよろしいのですが、若干まだ気になるのは、標準化がどのレベルで言われていて、

これが大学やいろいろな公的な研究機関における自由な発想と両立し、それを更に促進す

るということを明確にしていただきたいと思います。このままで大学や研究機関に説明に

行くと、標準化のために製品化を目指して突っ走っているのではないかというコメントも

いただくような気もしておりまして、その辺を少し明確にお願いします。 

  もう一つは、標準化は世界の人々がいろいろな個性のあるプロダクトにアクセスするこ

とを排除するものではなく、それを効率に実現するものだということをどこかで述べてい

ただきたいと感じました。 

  本日新しい文章として、大学及びＴＬＯと知的財産活動について書かれています。これ

も大分今まで議論されてきたと思いますが、何回か大学とＴＬＯの役割の話をするときに、

国外の人々からは日本でもこういうことを議論し始めたことを非常にポジティブに受け取
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るとともに、逆に大学の役割は単にテクノロジーをベースにベンチャーをつくるところだ

けではないという、逆のフィードバックも来ます。そういう大学及び公的な研究所の知的

創造に関する役割の認識があります。その上で、日本は現実から出発して理論を構築する

ところまでは明治以来よくやってきたが、その理論から次の新しい産業、または医療の分

野では先端的な治療法をするという点では、それは自然に起こるということを前提にして

いた。しかし、そうではなくて実際に積極的に、能動的にしようとしているのであると、

この辺の仕組みがわかるような記述をどこかに入れていただきたいという感じを持ってお

ります。 

  そういう点では、専門用語は知りませんが、バリューチェーンということをベンチャー

キャピタルなどもいっておりますが、いわゆる価値形成の連鎖の中でこの知的財産戦略は

どの辺の位置を占めているか、価値形成のチェーンの中での大学の役割、それを移転して

いくプロセス、こういったものを明確にどこかで述べていただければと思いました。 

  私は、今、大学と同時に東京都や神奈川県、千葉県の財団や研究所の理事をやっている

ので、用語の問題で少し質問があります。大学や研究開発型独立行政法人は明確な言葉で

書いてあるのですが、都道府県にも公的な研究機関があります。こういったものは大学で

もないし、独立行政法人でもないのですが、地域クラスターにおいてこういうところの研

究が積極的なブリッジになる仕組みをつくるのが非常に大事だと思います。この用語につ

いて、今日も東京都の研究機関の方々と議論したのですが、ＴＬＯといったときに大学型

のＴＬＯでもないし、うちはどういう位置になるのだろうかというような議論もありまし

た。こうした公的研究機関についても考慮されたらよろしいのではないかと思います。 

 

○会長   

  今の公的研究機関等については、事務局に説明してもらいたいと思います。 

全体の位置づけはご存じだと思いますけれども、今日ここにおられる井村会長時代に総

合科学技術会議の専門調査会として、この知的財産戦略についてレポートが出ておりまし

て、それの言わばシリーズになっております。そこはすべてをカバーして書いてはおりま

せんので、本当は欲を言えばそれと併せて読んでいただくということになるのですが、た

だいま委員のおっしゃったような御心配もわかりますので、若干そこを大学本来の役割が

誤解されないように、何か文章を考える方がいいかもしれませんので、そこは事務局に検

討していただきたいと思います。 

  それから、そのほかの点で、例えばバリューチェーンとか、そういうお話がありました
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けれども、これは先生としてどこを修文していただいたらいいか、後ででも結構でござい

ますので、案をお知らせいただければと思います。 

  公的機関につきまして、事務局どうですか。 

 

○事務局 

  大学等の知的財産活動の冒頭のところで、「大学・公的研究機関（以下「大学等」とい

う。）」との形をとらせていただいておりまして、地方公共団体の研究機関や独立行政法

人も全部ひっくるめて「大学等」という扱いにさせていただいておりますので、その中で

言及させていただいているというふうに御理解をいただきたいと思います。 

 

○会長   

  そうですか。委員のもう一つの御心配は、若干性格は違うということですか。 

 

○委員 

  公的機関はミッションを持っていて、ある研究所は公的であり同時にバリューチェーン

の重要な役割もあるが、必ずしも大学と同じではないということは、細かく言えばありま

す。そういうことにどれだけこだわるのかということも問題ですが、現場の人にはそうい

うことが随分気になっているという現実があります。 

  大学だけを見ても、大学と一括してくくるけれども、研究所と研究科、研究科は人材養

成で、研究所はミッションの遂行だというふうに、例えば文部科学省の分け方だとそうな

っています。そういうことがあまり大きな問題ではないと理解されればいいのですが、大

学の中でも問題になっています。公的研究機関の位置づけについては、国レベルでこれだ

けやっている上で自分たちのところでやる必要があるのかという形で、逆に切り捨てを加

速する可能性もあります。財政危機の折で産業化はやらなければならないが、自治体は実

学のところだけやって、基礎研究は国に任せたらどうだという形に、逆の方向を引き出す

こともあり得ます。この辺は自治体ごとに、または研究機関ごとに、微妙な位置にあると

思います。 

  特に地域クラスターというときには、大学と国の研究機関だけではなく、むしろ行政体

の中での位置付けが大事になってくるような気もしておりますが、私も結論があるわけで

はありません。 
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○会長   

  今までずっと知的財産戦略大綱も含めて、大学については大体共通理解がありまして、

大学等、公的研究機関、あるいは独立行政法人などの研究機関というような、いろんな言

葉の使い方がありましたが、大学等という等を入れないと今度は研究所から叱られたりし

ていることもありまして、入れたりしたこともあるのですが、非常に難しいのは、公的研

究機関の中で知財の創出・活用に、かなりのエネルギーを割いておられるところと、実は

余り縁のないところもあるのです。しかし、ここは知財の創出・活用に関わる公的研究機

関ということで書いたのだと思いますが、その辺はもう一回読んでみまして、もし何かう

まい工夫があったら考えてみたいと思います。 

 

○委員 

  よくまとまっていると思っていますが、２点申し上げたいと思っております。 

  １つは、特許関係経費、出願費用等々の話でございますが、主には 26 ページの最後の

「（５）特許費用等の確保」という部分で、修文というよりは私が危惧していることは、

独法化で大学からどんどん特許を出しましょうということはいいのですが、いわゆるバニ

ティーパテントといいましょうか、本当に産業界にとっては有用なものをどうするかとい

うような話が出てくるのではなかろうかと、あまり産業界から見て有用でないものもどん

どん出願が出てきてしまうというようなことがあるのかなということです。特許関係経費

の支援はとてもありがたいことで重要なことだと思っておりますが、まずＴＬＯなり、あ

るいは大学の知財本部自らが、例えば国際出願をする、しないというのをジャッジしませ

んと、各論で個々の技術のこれを国際出願してよいかどうかというのをどこかに問い合わ

せるなんていう話になると、判断がなかなかできないと思いますし、迅速性に欠けるとい

うような意味では、こういった経費そのものの使いやすさという点も独自に判断できるよ

うな形に変えていただきたいということ。 

（５）の真ん中のパラグラフに書かれているので、これでよいと思うのですが、年度会

計にとらわれないというのが非常に重要だと思っております。企業でも３月に出願が増え

ると、年度末に経費を使わないと次の年の出願費用が確保できないということで、出願が

増えるというような傾向が、これが大学においても行われるとなると全く無意味ですので、

是非年度会計にとらわれないというのを強調いただきたいと思います。 

  もう一点は、知財本部とＴＬＯの関係で、主には 28 ページ、29 ページのところです。

例えば、28 ページの（１）で、大学とＴＬＯの両者が一体となってというふうに書かれて
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おります。これはとてもすばらしい表現で、やはり一体となって、反発し合うのではなく

て活動することが重要だと思っているのですが、29 ページの（２）のところで、昨日お送

りいただいた原案の中では、３行目のところで、弁護士・弁理士を活用しつつ、技術移転

機関の判断が最大限尊重される体制を整備するというふうになっていたのですが、それが

少し弱められた表現になっておりまして、これは是非原文に戻していただきたい。と申し

ますのは、前回の委員会でたしか経済産業省の橋本課長からだったと思いますが、外部型

ＴＬＯと内部型ＴＬＯのパフォーマンスの違いがございましたね。外部型ＴＬＯの方がパ

フォーマンスが高いというのがありましたが、実はここ２年間ほどで承認されたＴＬＯが

増えていまして、私はもっと差があるのではないかと思い、平成 10 年から 12 年の間に承

認を受けたＴＬＯだけで比較してみてデータをつくってみました。平成 10 年から 12 年の

２年間では外部ＴＬＯが 12 機関承認されていて、内部ＴＬＯは４機関あるのですが、平成

12 年で見ますと、外部ＴＬＯの実施許諾率は 17.6％あって、内部ＴＬＯは 11％です。平

成 13 年は、外部ＴＬＯは 25.6％になっていて、内部ＴＬＯは 15％です。平成 14 年になり

ますと、外部ＴＬＯは 36.5％の実施許諾率になっていて、内部ＴＬＯが 22.5％なのです。

打率にしますとイチローと新庄ぐらい違ってきているというところがあります。やはり産

業界にとって有用なものをとにかく出願をして、それをどんどんライセンスしませんとい

けませんし、確かに数は出さないと件数もという部分はございますが、内容にこだわりた

いというふうに思っておりますので、そういった意味では技術移転機関の判断が最大限尊

重される体制というのは重要ではなかろうかというふうに考えております。 

 

○会長 

  ありがとうございました。27 ページの方は、おっしゃるようにどこか外が、例えば国の

機関とか、どこかＴＬＯでも各大学の知的財産本部等でもないところにお伺いを立ててや

るというのはおかしいことですので、それはやはりＴＬＯも含めたそれぞれの大学の判断

でということにしないといけないと思います。そんなことで競争原理の下でという文言が

入っているのだろうと思います。 

  29 ページの修文については、事務局で説明してください。 

 

○事務局 

  実は大学とＴＬＯとの関係をどの程度見ていくかということで、非常にいろんな関係の

方がいらっしゃいまして、それぞれに価値観が微妙に違っているものがありまして、どの
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辺りで一番おさまりいい文言にするかというところで、若干今まだ振れている状況でござ

いますが、とりあえずはご覧のように連携を図るという表現にさせていただいております。 

  それは、もし最大限尊重されるようという表現が皆様方の共通理解であれば、それは元

に戻すということについては特にこだわるものではございません。 

 

○会長 

  委員にはすみませんが、もう一回元の文章を紹介してください。 

 

○委員 

  昨日内閣府からお送りいただいたものですが、先ほどの弁護士・弁理士のところからい

いますと、弁護士・弁理士を活用しつつ、技術移転機関の判断が最大限尊重される体制を

整備するとなっております。その後は一緒です。 

 

○会長   

  ほかの委員の方はいかがでしょうか。そのように修文をした方がいいのではないかとい

う御提案でしたが、何かありますか。事務局は左右だけじゃなくて、前後もいろんな意見

があってこう修文していると思うのですけれども、今日お集まりの方は、あるいは元の案

に賛成の方が多いのかもしれませんが。 

 

○委員 

  ほかにも意見がありますが、この点に関しまして、大学のＴＬＯということですから、

大学の発明ということが先にあるわけでして、大学の判断も尊重されなければいけないと

思います。したがいまして、私はこの今あるＴＬＯとの連携を図るという表現というのは

穏当な表現で、この現在の文章の方がよろしいのではないかと思います。 

 

○会長   

  わかりました。それでは、この点はもう少し事務局で検討してもらって、お任せいただ

くということにさせていただきます。別な点で御発言をどうぞ。 

 

○委員 

  先ほど会長から言及がありましたように、この文章だけを見ますと、大学の本来の役割
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というのがどこにも出てこないわけですので、やはり大学の本来の役割というものがどこ

かに書かれていた方がいいのではないかと思います。 

 

○会長   

  書くとすれば前の方ですね。 

 

○委員 

  はい。 

  それから、15 ページのフォーラム規格等に関するルール整備等についてですが、パテン

トプール等を活用するということに反対というわけではありませんけれども、日本の産業

界にとって、やはりうまく標準化を設定できた場合はいいのですが、アウトサイダーにな

ったときは、アウトサイダーがうまく競争に参入していく余地がなくなると困ったことに

なるわけです。標準化戦争に負けた場合でもちゃんと競争に参加できるというようなとこ

ろが必要ではないかという気がいたします。 

  あとは、26 ページの「（４）国内優先権制度の弾力的運用」ということで、私は弾力化

に反対とは申しませんが、特許請求の範囲の記載の省略ということについては異論があり

ます。特許出願でクレームを取ってしまうというのは乱暴な議論だと思います。 

  それから、やや細かくなりますけれども、31 ページの「（２）知的財産専門職大学院に

おける知的財産教育の推進」についてですが、これは表現としては、弁護士･弁理士を含め

て知的財産専門職大学院で教育をするという方がいいのではないかと思います。 

  もう一つ、これは質問ですが、32 ページの「（４）学部レベルにおける知的財産教育に

対する支援」で資格制度との関わりを言及していますが、米国のパラリーガル制度も参考

にしながら、例えば卒業と資格との関連づけなど、入学者にインセンティブを与えるとい

う記述はよくわかりません。パラリーガル制度というのがアメリカで資格につながってい

るということがどういう意味なのかよくわかりません。 

  それから、卒業で資格を与えるというのは、ロースクールで受験資格というのができま

すが、そういうことを指しているのでしょうか。 

 

○会長   

  事務局にまずその最後のところから説明していただけますか。 
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○事務局  

  卒業と資格の関連づけというのは、例えば知財のこういうところを卒業したときには、

弁理士資格の試験の免除のところを少し配慮するとか、そういったことも考えていけるの

ではないかというふうに考えております。いろんな海外の制度もありますので、そういう

ものも含め、一番妥当性があるものを考えていければいいかなという程度でございます。 

 

○委員 

  パラリーガル制度というのは、ここではどんなものを前提にしているのですか。卒業と

資格の関連づけというのがその説明ですが、アメリカのパラリーガル制度というのは、ど

ういうもの念頭に置いておられるのでしょうか。 

 

○事務局 

  法律家としての資格制度を、先ほど先生がおっしゃったようなロースクールを卒業した

ときに資格を与えるというようなものの、何か似たような制度を意識しているわけですが、

具体的に定義づけて考えているわけではなく、そういったような制度を参考にしながらと

いう意味です。ある意味では不十分かもしれませんが。 

 

○委員 

  意味が不明なので、ここはもう少しきちっと文章にしていただきたいと思います。 

 

○会長   

  ありがとうございました。今、ほかにも御質問をいただいていたのですが、例のパテン

トプールのところは、総合科学技術会議の専門調査会で余り具体的な議論をするのが適当

かどうか。要するに全体についてできるだけ具体的にとはいいのですが、あまりにも各論

に行き過ぎるのではないかということで、私としては今日、荒井委員がおられますが、知

財戦略本部の方で機会をつくっていただくか、あるいは戦略本部の中にいろんな検討のグ

ループがこれから幾つかできてくるのだろうと勝手に想像しているのですけれども、その

辺で御議論いただくということをお願いしたいと思って、ここではあまり具体的に書いて

はいないのですが、荒井委員、それでいいでしょうか。 

 

○委員 
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  本部の方で決めていただくことですので、今、私がここで何とも申し上げられませんが、

確かにこれは総合科学技術会議の提言でございますので、阿部会長がおっしゃるような形

でこちらはまとめていただいて、それを踏まえてパテントプールについてはいろいろ日本

にとってのプラス・マイナスがあるという前提で検討を深めていくというのがよろしいの

ではないかと思います。 

 

○会長   

  よろしくお願いいたします。 

  それから、26 ページの国内優先権制度のところは、委員の方としては修文の案がござい

ましたら教えていただきたいと思います。 

 

○委員   

  国内優先権制度のクレーム不記載といいますのは、現在の国内優先権はご存じのように、

優先権を主張して２番目の出願をいたしますので、２番目の出願が実質クレーム請求の範

囲が書いてありますと、最初の出願のクレームというのは意味がなくなるわけでして、結

局実質上国内優先権で出願する限り、最初の出願というのはクレームがあってもなくても

いいというふうなことになります。開示範囲が一番重要ということで、大学の先生等は御

自身で出願をする場合、何が一番苦手かといいますと、特許請求の範囲を書くということ

が、これは皆目どう書いたらいいかわからないと。 

  開示部分につきましては、明細書の書き方は論文の開示内容とほぼ同じような内容でご

ざいます。そういう意味から、最初の出願、先の出願については請求の範囲も書かなくて

よろしいのではないかと。その後の１年以内に国内優先権を主張して出願をしなかった場

合には、その先の出願というのは、単なる開示情報になると、権利は請求しないというふ

うな扱いをすれば何ら問題はないのではないかというふうなことで、別途提案したような

ことをここに反映していただいたということです。 

 

○会長   

  そうすると、ほぼこの文章で。 

 

○委員 

  私が危惧しているのは、ヨーロッパでは優先権が認められなくなってしまうのではない
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かと思います。優先権がある前提で仕事をしますと、ヨーロッパでは優先権が認められな

いという恐れがあり、ヨーロッパで特許が取れないことになるのではないかと思います。 

  そういう意味では、あまり国内優先を重要視して使いますと、私どもも実例でありまし

たけれども、ヨーロッパで優先権を失って、結果として特許を失うようなケースになりま

す。その辺は国際的な調和という視点から是非お考えいただきたいと思います。 

 

○会長   

  それについて何か御発言ありますか。 

 

○委員   

  その点は、最近の審判部の決定を十分考慮して、日本の先の出願人が不利にならないよ

うな取り扱いをどうするのか、海外との調和も含めてポイントを決めるべきだと思います。

おっしゃるとおりです。 

 

○会長   

  今の 26 ページの（４）についてほかに、どうぞ。 

 

○委員   

  私もここだけ気になったのですが、基本的な考えは全く同じです。私が気になりました

のは、この最初の 3 行では、この制度があたかも大学発の特許とそれ以外の特許を分けて

いるように見えるのです。作文の問題ですが、特許制度がそのように分かれているわけで

はないので、そこの誤解が生じないようにしていただけたらいいと思います。 

 

○会長   

  これは経済産業省、何か意見がありますか。どうぞ。 

 

○特許庁 

  特許庁の方から、国内優先権制度について補足させていただきますと、国内優先権制度

がこの最初の３行ですと、あたかも最初の出願は未完成のものを出しておいて、その後正

しい出願を出して完備するというような誤解をされてしまうのではないかと危惧しており

ます。後で完成したものを出せば当然に出願日はそこまで繰り下がって、最初に出したも
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のは特に何のメリットも受けられないので、もう少しここはその点で書きぶりが不適切か

なというところで、できれば事務局の方に修文案を出させていただきたいと思います。 

 

○会長   

  先生、今、一連の御議論で、更に何か。 

 

○委員 

  36 条の規定でありますけれども、特許庁の方で現行法を踏まえておかしくないように修

文案を出していただければと思います。 

 

○会長   

  同時に、先ほど海外のことも念頭に置いてとありましたが、ここはそういうことでよろ

しいでしょうか。事務局の方で経済産業省とも相談して、今の委員の御意見を踏まえて、

適切な文章に修文することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

 

                            （「異議なし」と声あり） 

 

○会長   

  それでは事務局、よろしいですね。次に別な点で、どうぞ。 

 

○委員 

  １つ御報告でございますが、最近私立大学連盟の中に、知的財産問題検討委員会が設け

られました。これは国の知的財産戦略に対応したものでございます。委員の中には、理系

の方が多く、また関西地区など、知的財産センターですか、積極的に展開しておられる大

学も多く参加しています。 

  そういう中で、考えさせられる問題もあります。１つは、21 ページの冒頭にある研究者

の評価、ここで社会貢献というキーワードが出てまいります。次のページには、研究費の

配分が出てまいります。これらを併せて考えると、大学が教育、研究を柱としてきた中で、

この社会貢献を第３の柱にするのか、あるいは教育、研究の中にうまく組み込むのか、こ

の辺の説明が大学の人たちには必要ではないかと痛感しております。当面は成果が上がり

そうもない基礎的な研究もあります。そういうことをも併せて考えるときに、この社会貢
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献というものの位置づけを少し工夫していただければと思います。 

  それから、27 ページ、先ほども出ましたが、冒頭にあります出願費用等です。ここには

２行目に支援を大幅に拡充するとありますが、私立の大学ですと出願の費用は自前という

ことのようでして、拡充どころかゼロのようですので、この辺は積極的にお考えいただく

方がよろしいのではないかと思っております。拡充よりそもそも基礎がないわけです。 

  これは連盟とは関係ありませんが、30 ページに海外出願への支援があります。これは前

から申し上げている点と重なるわけですが、海外展開の際の権利の管理と侵害への対応、

こういう辺りは支援のしようがないという面もありますが、どう対応するのかという問題

が１つあろうかと思います。 

  最後、25 ページの一番下の２行ですが、排他的独占権として登録されていない研究デー

タ云々というくだりは、かなり不明確な表現です。勝手に想定しますと、「登録された排

他的権利」の客体となっていない研究データとして云々と、これは権利の客体の方を書い

ているわけですね。そういうことを併せ考えますと、著作権として保護されるものという

言い方も、これは著作権の客体として保護されるもの、つまり著作物ということですとわ

かるのですが、この「として」という使い方はなかなかわかりにくい表現ではないかと思

います。それから「又は」の後に著作権と出てまいりますが、例えばコンテンツの大半は

著作物です。著作権の客体ですので、この辺との整合性も少しお考えいただいた方がよろ

しいと思います。 

 

○会長   

  ありがとうございます。最後のところは、質問も入っていますが、事務局、何か。 

 

○事務局 

  書かせていただいたのは、特許のような独占権が明確になるものは割と扱いやすいので

すが、そうではないものの扱いは必ずしも明確になってないので、そういったものをどう

扱うか、その明確でないものの例示として営業秘密なり著作権があるという話、あるいは

そのどちらで保護されるのかはっきりしないものもあるということで、その例としてデー

タとかソフトウエアを挙げさせていただきました。ちょっと文章上は練れてないという御

指摘をいただきましたので、御趣旨を踏まえて少し考えさせていただきたいと思います。 

 

○委員 
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  そのところについてもう一つ質問があります。研究マテリアル等の取り扱いルールを、

今度知的財産権とは別に取り上げたというのは大変よろしいと思います。その前半の部分

でもどういうことを言おうとするのかが不明確と思います。ここではあえて不明確にして

そういう問題があることを指摘しようとしたのか、ルールの明確化と書いてあるのですけ

れども、実際により詳細なルールを作れというのか。ルールは明確じゃないのがルールだ

というケースもあります。 

  このように大学のマテリアルの問題というのは、あるアメリカの大学は非常に厳しく管

理している、ある教授は大変厳しくルールを決めて取り決めをするけれども、ある人は全

く自由にするというように、かなり個性があるわけです。そういうことも知らずに、ルー

ルがあるところでバイオレートするとえらい目に遭うということを知らせることは必要で

す。日本でもこういう厳しいルールをつくろうと言っているのか、そうじゃなくて、多様

なルールがあることを認めた上で相手もあるよということを言おうとしているのか。ここ

ら辺りは大学における研究マテリアル、公的研究機関のマテリアルの扱い方ということで、

毎日の研究活動に重大な影響があると思います。この辺についは内容に立ち入ったのか、

一般的にそういう問題がある、そして米国の経済スパイ法に引っかからないようにしよう

というウォーニングをするところで止めているのか。それともルールの明確化をするなら

ば、それは研究所や学部レベルで決めるのか、各教官レベルでラボラトリーヘッドで決め

るのか、それとも全国共通レベルをここで提案するのか。この辺の趣旨がよくわからなか

ったので、何かお考えがありましたらお願いします。 

 

○会長   

  では、これも事務局で答えられますか。 

 

○事務局 

  この上の３行につきましては、大学のところでルールを明確にしてくださいというメッ

セージです。問題意識の基にありますのが、例えば国立大学ですと、遺伝子を組み替えた

実験用のマウスは特許で保護されるのですが、そのマウス自体は国有財産で処分できない

ということで、実は非常に使い勝手の悪い仕組みになっております。 

  国立大学の法人化に向けてその辺の整合性の取れた、ある程度の大きなルールはつくら

ざるを得ないだろうと。ただ、その後の運用レベルになると、各大学、あるいは学部、そ

の中でのある程度のきちっとした仕組みが必要と。 
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  外の産業界の方からしますと、先生によって扱いが違うというのは非常に混乱を招くわ

けです。Ａ先生はただでくれるのに、Ｂ先生は何とかとか、そういうのが果たしていいの

かどうか。そういう問題点があるということも御指摘をさせていただいているわけです。 

 

○委員 

  ということは、問題点があることを喚起して、その細かいルールは基本的に大学が考え

なさいとエンカレッジしていると理解してよろしいですか。 

  例えば、国費を使った場合にはこうしろというリコメンデーションが出てくるわけでは

ないですね。大学ごとの自己資金がある場合、独自資金にどういうルールをつけるか、ア

メリカでも個別に分かれています。その辺の対応がわからないなと思ったのですが。 

 

○会長   

  ここは個別に勝手にしろということまでいい切っていいかどうかはちょっと心配で、む

しろこれは。どうぞ。 

 

○文部科学省 

  研究マテリアルの扱いについては、昨年５月に研究成果物の取り扱いに対してどう考え

るのかということを、文部科学省として各大学にお示しをいたしました。ただ、これは国

立大学が対象でしたので、その限りということでしたが。これからは大学法人化になりま

すので、大学それぞれごとに昨年に出しました指針にしたがって自主的にきちんと決めて

いただきたいと、そういうルールを明確にするということがまず大事ですと、そういうこ

とをここで言っていただいているというふうに理解をしております。 

 

○会長   

  なお具体については、今後関連の府省で、むろん大学の自主性も踏まえた上で、更に詰

めていただくことだろうと思います。 

 

○委員 

  そこに対して１点、知的財産、特許と絡む場合がございますので、トランスジェニック

マウスをつくったら、それは特許にもなってマテリアルでもあるという場合に、不整合が

起きないような文面は入れていただきたい。例えば産業界からしますと、特許は大学から
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ライセンスを受けて、マテリアルは個人の先生からマテリアルトランスファーを受けるな

ど、１つのものに対して２重の契約をしなければいけないというような話になりますと、

産業界から見ると改悪になってしまうので、そういった整合性みたいな文面をちょっと入

れていただければと思っておりますが、むしろ自由にやれる部分はあっていいと思います。 

 

○会長 

  御趣旨は賛成なのですが、今そこまでここで言うのがいいか、やはり事務局と関係省庁

と相談してもらって、もしこの段階でそこまで入れた方がよければ入れてもいいですが、

全体の調和の中で御趣旨はそのとおりだと思います。文科省あるいは経済産業省と名前が

書いてありますので、ちょっと相談していただきたいと思います。 

  御質問の別な点にいきますと、27 ページの一番上の大幅に拡充は、これは国立大学も今

ほとんどないわけですが、今後、国公私立大学を含めて海外特許も大幅に増えると思いま

すし、弁理士に支払う必要も増えていくと思いますので、大学の自主性だけでできるとい

うのは少し無理がかかり過ぎるので、とにかく大幅に措置をしてもらおうということです。 

 

○文部科学省  

  現在、ご存じのとおり国公私立の大学を問わず、文部科学省としては特に国際特許とい

うことを中心に支援を今年から始めております。これをきちんとした方法で拡充していき

たいというふうに思っておりますけれども、この文章だけでは確かに何を拡充するのか若

干わかりにくいかなというふうに思っておりますので、そこは事務局と相談をして明確に

していきたいと思っております。 

 

○会長   

  それから、21 ページの社会貢献のところなのですが、社会貢献は現在、教育、研究プラ

ス社会貢献ということで、３本柱として位置づけるといった説明をされている方がたくさ

んおられると思いますが、文部科学省も何かそういうのを使っていませんでしたか。 

 

○文部科学省 

  最近、私は、教育、研究、そして社会貢献と、社会貢献が大学の第３の使命というふう

に申し上げていて、社会貢献は前からもきちんとあったかもしれませんが、今まで少し意

識をして社会貢献をすることは少なかったかなと。したがって、それを１番、２番、第３
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ということですけれども、そこの１、２に逆転するということではないですけれども、き

ちんとした社会貢献もあるよということを認識して活動をしていただくのがいいのではな

いかと思って、第３の使命ということは時々申し上げております。 

 

○会長   

  そういうことで、多分ここではそういった文部科学行政の最近の動きに乗った形で文章

化していますので、私はこれでおかしくないと思いますが、文部科学省の文章をご覧にな

ったことがない方から見ると気になるのかもしれません。 

 

○文部科学省 

  そうすると、もう少し丁寧にお書きした方がいいのかもしれせん。 

 

○会長   

  では、その辺はまた事務局の方で少し考えてみてください。ほかに、どうぞ。 

 

○委員   

  少し戻って、32 ページの（４）、学部レベルにおける知的財産教育に対する支援につい

てですが、パラリーガル制度というのもちょっと不明確ですし、先ほど事務局の御説明で

弁理士試験の一部免除というのがありましたが、あれは学部ではなくて大学院レベルでご

ざいますので、むしろ前のページの（２）か（３）の話かなということが考えられます。 

  また、ここの文章ですと、新しい国家資格をつくるのかなという感じもしますし、書き

ぶりも前の（２）・（３）と突っ込み具合が不釣合いのところがありますので、この第２

段落の６行はむしろ削った方がよろしいのではないかという提案をいたします。 

 

○会長   

  この点について、事務局で何かあります 

 

○事務局 

  修文できるかどうか検討させていただきます。 

 

○委員 
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  今の点に関連して、いままでに御指摘のあった点は、私もそのとおりだと思いますが、

そもそも何でそういう文章が入ったのか私にはよくわからないのは、例えば弁護士という

高度専門職業人を支える専門人材を養成する学部とありますが、まさに法科大学院ができ

るわけで、法科大学院ができれば、その弁護士等の法曹の養成というのはそこで行われる

わけですね。そうすると、どういう学部を想定しているのか。 

  例えば、法学部であればむしろ一般の法律教育ということに重点が置かれることになる

でしょうし、弁理士の高度専門職業人を支える学部というと、弁理士は電気も機械も科学

もいろいろいるわけで、そういう専門学部なんていうのは全部になってしまうわけで、そ

の意味でもどうしてこういう文章が入るのかが私にはよく理解できないんですが。 

 

○会長   

  わかりました。今のは同趣旨の御提案だと思いますので、事務局で削除する可能性につ

いて検討してもらいまして、もし反対がなければ。削除しない方がいいですか。 

 

○委員 

  学部教育に関して資格を与えるという書き方が先生方には触れると思うのですけれども、

私は分野を問わず学部の教育レベルで、知財の教育をするということが日本全体の知財の

理解につながると考えていますので、そういうようなコースを私どもの大学でもやってい

まして、とても評判がいい。コースの卒業ぐらいの一種のディプロマみたいなものをイン

フォーマルに渡すのが非常に適切で、それが何か大学院のロースクールに入る資格とか、

そういうふうにいってしまうといろんな問題が起こるので、資格認定ではないと明記する

ことが重要です。 

 

○会長   

  今おっしゃったようなことは、両先生とも御反対になっているわけではないと思います

から、上の３行も含めて修文を考えてください。 

 

○委員 

  24 ページ「（５）競争的資金の拡充」、ここのところも知的財産との関係を書いていた

だいた方がいいのではないかと思います。ほかは知的財産との関係でこういうことをやろ

うといろんなことが書いてあるのに、ここだけないと思いますのでお願いいたします。 
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  それから、（６）の第３パラグラフの「そのため、特許電子図書館等の検索機能」と書

いているのですが、その前に「アクセスの改善及び検索機能を向上させる」ということで、

アクセスの改善も入れていただいたらいいと思います。これは非常に要望が強いので。 

  それから、29 ページ「（３）人材情報の整備・充実」、細田大臣も御熱心に日本弁護士

会との協力関係を進めておられて、今回の京都の産学連携サミットにも参加されておられ

ましたので、知財協、弁理士と並んで、弁護士も書いていただいた方がいいのではないで

しょうか。 

 

○会長 

  「日本弁理士会等」というところですか、わかりました。 

 

○委員 

  はい。ここに弁護士会。それから、括弧の中に弁理士と並んで弁護士と。 

  それから、33 ページ「６．産業界の意識改革」「（１）普及啓発」ですが、その４行ぐ

らいに「知的財産を積極的に活用する」とあります。京都でも非常に議論が出たのは、産

業界の方の積極的活用には防衛目的も入っているということで、例えば知的財産を防衛目

的に使うのではなく、実用化により積極的に活用するとか、何かそういう形で、死蔵とい

うか不使用というか、企業にとっては大事な使い方だと言われるのですが、やはり大学か

ら出てきたものはできるだけ実用化していくというのがいいのではないかと思います。 

  それから「（２）企業のトップ経営者の目利き機能の強化」、これは趣旨はわかるので

すが、経営のトップの方がセミナーを受けたら目利き機能がレベルアップするというのは、

ちょっと工夫が要るんじゃないかというふうに思いますので。 

 

○会長   

  33 ページの下は、御指摘のとおりだと思いますので、修文を考えるようにいたしますが、

ほかの点もなるほどと思うのですけれども、修文するということでよろしいですか。 

 

○委員 

  先ほどの学部のところですけれども、32 ページ、（４）が学部レベルにおける知的財産

教育、（５）が理工系大学における知的財産教育と分けてあるわけですけれども、これは

学部全体を通じて、文系にも理系にもやりなさいということでいいのではないだろうかと。 
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  それから、理工系大学というとちょっと引っかかってしまうのです。というのは、ほと

んどが大学の学部になっていますから。 

 

○会長   

  おっしゃるとおりだと思います。いま先生のおっしゃったように、これからの知的財産

というのは理工系大学という限定はおかしいわけですので、そこは外した学部教育という

ことで、事務局においては、もしまとめられそうだったら是非そうしてください。 

 

○事務局  

  少し整理した方がいいかと思って分けたんですが、おっしゃる御趣旨はわかりましたの

で、まとめる方向で。 

 

○会長   

  ありがとうございました。お願いします。 

 

○委員   

７ページの標準化戦略のところに、①と書いて、その中に知的財産権取得というのがあ

りまして、９ページからまた具体的施策の中にもずっとそういうことが書いてあるのです。

しかし、やはり国際標準化という考え方をすると、この知的財産権の取得は、外国という

意味合いでの知的財産権の取得が非常に重要になることから、あとの文面では海外、ある

いは国際という言葉で国内と使い分けて書いてありますので、是非こちらは国際的なとい

うのがはっきりするような形にしていただければと思います。 

 

○会長   

  もう一度お願いします。 

 

○委員   

  ７ページの、①の国の研究開発プロジェクト等における、研究開発、知的財産権取得と

いう項目から始まって、具体的施策というのが９ページにございます。その冒頭でも結構

なのですけれども、この知的財産権というのは国際的なという意味合いだということが明

確になればというふうに思います。 
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○会長   

  これは事務局としては書いたつもりだと思いますが、どうですか。 

 

○事務局 

  ①とか③の辺りでは、国際、国内を問わず標準化全般に対してのことを意識しておりま

す。②は特に国際標準への積極的なという話はさせていただいたのですが、御指摘の点は

国際的な標準化活動にいかないと、そもそも競争力にならないという御趣旨だと思います

ので、その点を踏まえます。 

 

○委員 

  知的財産権とすると、日本の特許を出せばいいのかとなってしまいますので、特に海外

のものが大事だということをはっきりわかるようにしていただければと思います。 

  それから、22 ページの２．（２）の「共同研究等の取り扱いルールの明確化」という項

目ですけれども、ここはマニュアル等を整備してきちっとしなさいという趣旨で書いてあ

ります。ただ、実際は非常に弾力的な運用が大事でして、実際の開発や製品化に向けた動

きの中で、ものによっては画一的なものではなく、製品化に対していろんな弾力的な運用

が必要になってくるかと思います。この部分で弾力的な運用が重要だということを入れて

いただければと感じております。今のままだと、何かルールをつくってマニュアル化して

そのままということで、大変画一的になりかねないというのを心配しております。 

 

○会長   

  もし委員でうまい案がありましたら、是非教えていただければと思います。 

 

○委員   

  わかりました。 

  最後、26 ページ「（３）新規性喪失例外規定の要件緩和」の中で、期間延長について触

れられておられますけれども、大事なのは期間延長以外の要件の緩和だろうと思うのです。

期間延長については国際的な動きといろいろリンクして考えられておりますが、心配もあ

りましてあまり延長したくないのが一般的な方向だと日本の中では考えておりますので、

こちらが大事なのはどちらかというと下の要件の方だと思います。そちらにウェートを乗
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せた書き方にしていただければと思っております。 

 

○会長   

  これは、むしろ経済産業省の方に意見があるかもしれません。 

 

○特許庁 

  全く同意見です。 

 

○会長   

  よろしいですか。では、事務局と相談してください。ありがとうございました。 

 

○委員 

  少し揚げ足を取るような質問になるかもしれませんが、この知的財産戦略では「標準化」

と「大学等の知的財産活動」の二つが課題になっています。標準化は国としてもきちっと

した方針を持つということでの産学官というのはわかります。しかし、大学等の知的財産

活動について、33 ページの産業界の意識改革の普及啓発の文章を見ると、「真の産学官連

携を実現し、大学等から産業界への技術移転を円滑に」と書いてあります。ここには大学

と産業界についての役割はありますが、官の役割には触れていません。「大学等の知財の

活用」では、大学のイノベーションと産業界の連携、このバリューチェーンがちゃんと機

能することが大事な基本だと思います。ここで「真の産学官連携を実現する」とあります

が、官の役割については別に書いてないのにこういう文章があると、いかにも国が大学の

知財部門を主導していくとも読めるような気がします。私は知財については産と学が中心

になってやって、むしろ官のかかわりは少ない方がよいと思います。そのくらい強くメッ

セージを出すべきと思います。こういう位置づけにおいて、第１のチャプターと第２のチ

ャプターは随分違うものと思います。しかし、全体が真の産学官の連携となると、ちょっ

と読むと抵抗があります。やはりお上意識で書いているのかと揚げ足を取られる気もしま

す。１章と２章のこの辺のニュアンスの違いを見た上で、後半のルールづくりについては

真の産学官というような言葉を使わないで書いていただきたい感じがしました。 

 

○会長   

  ありがとうございました。事務局は意見がありますか。 
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○事務局  

  特に、十分した吟味します。 

 

○会長   

  なかなか難しい。ただ官を取ればいいかどうかもわかりませんので、ちょっと検討をさ

せていただきます。ほかに、どうぞ。 

 

○委員 

  先ほどのところですが、25 ページのところの（２）の研究マテリアルの文章について、

さっき議論が出ましたが、ここは議論が乱暴でして、マテリアルの中に植物品種が入って

いるのですが、ここは種苗法で登録制度があります。ですから、ここの辺りの議論はちょ

っと議論がやや乱暴な感じがします。というのは、著作権のように保護されているものも

あり、マテリアルのように所有権で守っているものもあって、それを一緒くたに議論して

いるから、議論がよくわかりにくいと思います。ここは整理をしていただいた方がいいの

ではないかと思います。 

  それから、先ほど御指摘がありました、26 ページの「（３）新規性喪失例外規定の要件

緩和」のところの最後の文章で、例外が指定制度の見直ししか触れられていないわけです

けれども、そのほかの要件もありますので、そこのところも文章を推敲していただければ

と思います。 

 

○会長 

  ありがとうございました。前半の方は、確かに短い文章でいっぱい入っているわけです

が、これはそれぞれ担当によって主張したいことが少しずつ違うのかもしれません。官庁

の方で、25 ページの下のマテリアルのところで、特に意見がなければ事務局ともう一回吟

味してもらうということになるのですが、経済産業省、あるいは文科省で特に発言をした

いというのがありますか。なければ事務局の方で。今のような御趣旨で文章を読んでみる

と、なるほどなと思いますので。 

 

○事務局 

  御指摘の点はごもっともなのですが、実は文部科学省さんの方でマテリアルの取り扱い
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の１つの提言のようなものが出ていまして、その中に定義が入っておりまして、こういう

ものが全部放り込んであるということなので、大学の方々にとってはまるめで考えている

のかなということも含めて、こういう並べ方をしています。御指摘のことも十分わかりま

すので、少し整理できる範囲でさせていただきたいと思います。 

 

○会長   

  わかりました。それでは、ほかの点はいかがでしょうか。 

  もしなければ、後からもし気付きの点が出たらメモをいただくということで、事務局は

どうですか。メモをいただくということをすれば、いつごろまでにいただけばいいですか。 

 

○事務局   

  次回が 18 日の朝 10 時からということになっておりますので、少し早めにいただければ

いいと思います。できましたら今週金曜日、13 日までに。 

 

○会長 

  では大変恐れ入りますが、特に御専門に近いところでもう一回読んでいただいて、何か

ございましたら 13 日の金曜日までに是非メモをお願いしたいと思います。 

  そういうことで、こちらで今日いただいたいろいろな意見を踏まえて、できるだけ事務

局でいい文章、いい内容のものにさせていただきますが、更に 13 日までの御意見も踏まえ

て、18 日の原稿をつくらせていただいて、18 日には一応総合科学技術会議に上げる案を固

めたいと思います。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  井村先生、何か総括的に。 

 

○委員 

  特にございません。 

 

○会長 

  薬師寺先生。 

 

○委員 

  特にございません。 
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○会長 

  それでは、大変活発な御意見をありがとうございました。事務局の宿題がいっぱいあり

ますけれども、頑張っていただくことにして、次に移らせていただきます。 

  このほかの件で、何かございますでしょうか。こちらで用意したものは特にありません

ので、それでは議事録に入らせていただきます。資料２に第 12 回の議事録が配布をされて

おります。これは既にごらんいただいているのですか。それでは、特段の修正、追加的な

ものなければ、この議事録を含めて本日の会議資料につきましては公開という取り扱いに

させていただきたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 

                            （「異議なし」と声あり） 

 

○会長 

  それでは、御異議がないものとして公表をさせていただきます。 

  今後の予定について、先ほどちょっと申し上げましたけれども、事務局からもう一回ま

とめてお願いします。 

 

○事務局 

  次回ですが、６月の 18 日、午前 10 時からということでお願いいたします。また、きち

っとしたものを御連絡させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○会長   

  それでは、そういうことでよろしくお願いいたします。若干早いですが、本日はこれを

持ちまして終了させていただきます。大変御協力ありがとうございました。 

 

（ 以 上 ）  

 


